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一
　
は
じ
め
に

　
『
播
磨
国
風
土
記
』
託
賀
郡
都
麻
里
都
太
岐
条
に
は
、
讃
伎
日
子
神
と
冰

上
刀
売
と
建
石
命
の
三
者
が
関
わ
る
地
名
起
源
譚
が
あ
る
。
讃
伎
日
子
神
の

求
婚
を
冰
上
刀
売
が
拒
否
し
た
も
の
の
、
そ
れ
で
も
な
お
強
い
て
求
婚
し
た

た
め
冰
上
刀
売
が
怒
り
、
建
石
命
を
「
雇
」
っ
て
闘
い
、
そ
の
結
果
讃
伎
日

子
神
が
負
け
て
去
る
と
き
に
発
し
た
言
葉
か
ら
「
都
太
岐
」
の
地
名
が
起

こ
っ
た
、
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

○
『
播
磨
国
風
土
記
』
都
麻
里
都
太
岐
条

云w

都
太
岐q

者
、
昔
、
讃
伎
日
子
神
、
誂w

冰
上
刀
売z

爾
時
、
冰
上

刀
売
、
答
曰p

「
否
」、
日
子
神
、
猶
強
而
誂
之
。
於p

是
、
冰
上
刀
売
、

怒
云
、「
何
故
強p

吾
」。
即
、
雇w

建
石
命a

以p

兵
相
闘
。
於p

是
、
讃

伎
日
子
、
負
而
還
去
、
云
、「
我
甚
怯
哉
」。
故
、
曰w

都
太
岐z

　

登
場
す
る
三
者
に
つ
い
て
確
認
し
よ
う
。
ま
ず
、
讃
伎
日
子
神
は
「
讃
岐

の
男
性
神
の
意１
」
で
あ
る
。
次
に
、
冰
上
刀
売
は
「
丹
波
国
の
氷
上
郡
に
氷

上
郷
あ
れ
ば
其
の
地
方
の
国
神２
」
も
し
く
は
「
隣
国
丹
波
の
氷
上
郡
の
女
性

首
長３
」
と
理
解
し
て
よ
い
。
建
石
命
は
神
と
明
記
さ
れ
て
い
な
い
が
、「
建

石
命
は
建
石
敷
命
の
略
か
。
神
前
郡
の
条
に
伊
和
大
神
の
御
子
と
有４
」、「
神

前
郡
首
に
伊
和
大
神
の
子
、
建
石
敷
命
と
あ
る
の
と
同
神
で
あ
ろ
う５
」、「
神

前
郡
総
説
に
、
伊
和
の
大
神
の
子
建
石
敷
命
が
見
え
る
。
同
神
か６
」
等
、
神

前
郡
に
登
場
す
る
建
石
敷
命
と
同
神
と
す
る
注
釈
書
が
多
く
、
筆
者
も
こ
れ

に
賛
同
す
る
。
小
野
田
光
雄
の
三
郡
区
分
説
で
は
託
賀
郡
と
神
前
郡
は
同
グ

ル
ー
プ
に
な
っ
て
い
る７
点
か
ら
も
、
両
者
が
同
一
の
存
在
で
あ
る
可
能
性
が

高
い
。

　

こ
の
記
事
の
建
石
命
と
冰
上
刀
売
の
関
係
に
つ
い
て
は
、
飯
泉
健
司
が

「
同
郡
法
太
里
条
に
は
、
讃
伎
日
子
を
拒
否
し
た
冰
上
刀
売
が
建
石
命
を

雇
っ
て
闘
う
伝
承
を
載
せ
る
（
二
神
に
よ
る
ツ
マ
争
い
で
は
な
い
）。
本
来
、
男

女
二
神
の
闘
い
で
あ
る
は
ず
な
の
に
、
雇
わ
れ
る
と
い
う
形
で
、
無
関
係
の

建
石
命
が
闘
い
に
参
入
す
る８
」
と
指
摘
す
る
よ
う
に
、
雇
う
側
・
雇
わ
れ
る

側
と
い
う
雇
用
関
係
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
。
つ
ま
り
、
い
わ
ゆ
る
『
万
葉

集
』
の
三
山
歌
等
の
よ
う
な
求
婚
・
闘
争
譚
の
恋
愛
関
係
と
は
異
な
っ
て
い

る
の
で
あ
る
。
ま
た
、
神
話
の
中
で
雇
用
関
係
が
記
さ
れ
る
例
は
他
の
主

　

『
播
磨
国
風
土
記
』
託
賀
郡
都
太
岐
条
の
形
成

─
─ 

神
話
に
お
け
る
「
雇
」
字
の
検
討
を
通
じ
て 

─
─

川
　
副
　
由
理
子
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だ
っ
た
上
代
文
献
に
は
見
ら
れ
な
い
。「
雇
」
字
は
五
風
土
記
中
当
該
条
の

み
に
あ
り
、『
播
磨
国
風
土
記
』
に
お
い
て
も
、
神
話
中
で
誰
か
が
他
者
を

雇
っ
て
使
役
す
る
と
い
う
例
は
当
該
条
以
外
に
は
な
い
。
そ
の
点
に
特
殊
性

が
見
ら
れ
る
。

　

本
稿
で
は
、
当
該
記
事
に
こ
の
よ
う
な
雇
用
関
係
が
記
さ
れ
て
い
る
理
由

を
分
析
し
、
当
該
条
が
『
播
磨
国
風
土
記
』
の
中
で
ど
の
よ
う
に
編
述
さ
れ

て
い
っ
た
の
か
を
考
察
し
て
い
き
た
い
。

二
　
雇
用
と
神
話
の
関
係
に
つ
い
て

　

ま
ず
、「
雇
」
字
の
字
義
や
用
例
に
つ
い
て
確
認
し
て
お
こ
う
。
漢
籍
で

は
、『
後
漢
書
』
虞
伝
蓋
臧
列
伝
に
「
以w
人
僦
直q

雇w

借
傭
者q

」（「
運
賃
を

転
用
し
て
労
働
者
を
雇
用
し
た９
」
の
意
）、『
魏
書
』
食
貨
志
に
「
雇w

車
牛q

送

p

都
」（
車
牛
を
雇
っ
て
都
に
送
る
）
と
そ
れ
ぞ
れ
記
さ
れ
て
い
る
。『
大
漢
和

辞
典
』
で
は
「
雇
」
を
「
や
と
ふ
。
賈
（
※
中
略
）
に
通
ず
」
と
説
明
し
て

い
るＡ
。

　

次
に
訓
と
し
て
は
、『
日
本
書
紀
』
孝
徳
天
皇
大
化
二
年
三
月
甲
申
条

「
送w

参
河
尾
張
両
国
之
人q

雇
令w

養
飼q

」
の
「
雇
」
に
兼
右
本
で
「
ヤ
ト
」

と
付
訓
さ
れ
て
い
るＢ
。
ま
た
、『
日
本
霊
異
記
』
中
巻
二
十
七
縁
の
国
会
図

書
館
本
訓
注
に
「
雇　

ヤ
ト
ヒ
テ
」
と
あ
るＣ
。
さ
ら
に
『
類
聚
名
義
抄
』
も

「
雇
」
の
訓
と
し
て
「
ヤ
ト
フ
」
を
あ
げ
るＤ
。
こ
れ
ら
の
こ
と
を
踏
ま
え
る
と
、

植
垣
節
也
が
当
該
条
の
「
雇
」
に
つ
い
て
「
奈
良
時
代
の
確
例
は
な
い
が
、

ヤ
ト
フ
と
訓
む
」
と
し
て
い
るＥ
の
に
従
う
べ
き
で
あ
ろ
う
。

　

さ
て
、
和
語
「
や
と
ふ
」
の
意
味
を
確
認
す
る
と
、『
時
代
別
国
語
大
辞

典　

上
代
編
』
は
「
や
と
う
。
頼
ん
で
使
う
。
賃
を
出
し
て
、
一
時
、
人
を

使
うＦ
」
と
説
明
し
、『
角
川
古
語
大
辞
典
』
は
「
報
酬
を
与
え
て
人
を
使

うＧ
」
と
し
て
い
る
。
こ
れ
は
、
現
代
の
「
賃
金
や
料
金
を
払
っ
て
、
あ
る
期

間
人
や
乗
り
物
な
ど
を
使
うＨ
」
と
同
じ
と
考
え
ら
れ
、
当
該
条
も
同
様
の
意

で
用
い
ら
れ
て
い
る
と
思
わ
れ
る
。

　
『
播
磨
国
風
土
記
』
を
含
め
た
五
風
土
記
内
で
の
「
雇
」
字
の
用
例
は
、

先
述
の
通
り
当
該
条
の
都
麻
里
都
太
岐
条
の
み
で
あ
る
。『
播
磨
国
風
土
記
』

に
は
当
該
条
の
他
に
も
複
数
の
闘
争
（「
闘
」「
争
」
等
の
文
字
表
現
は
な
い
が
複

数
の
者
が
国
占
め
争
い
を
し
て
い
る
も
の
も
含
む
）
記
事
が
十
九
例
存
在
す
るＩ
。

そ
の
う
ち
直
接
闘
争
を
し
て
い
る
者
た
ち
以
外
の
第
三
者
が
存
在
し
て
い
る

の
は
以
下
の
通
り
で
あ
る
。

○
揖
保
郡
上
岡
里
条

…
闘
争
者
は
「
大
倭
国
畝
火
・
香
山
・
耳
梨
三
山
」、
第
三
者
は
「
出

雲
国
阿
菩
大
神
」

○
当
該
条

…
闘
争
者
は
「
讃
伎
日
子
神
」
と
「
冰
上
刀
売
」、
第
三
者
は
「
建

石
命
」

○
賀
毛
郡
起
勢
里
臭
江
・
黒
川
条

…
闘
争
者
は
「
播
磨
国
之
田
村
君
」
た
ち
、
第
三
者
は
「
天
皇
」

　

ま
ず
揖
保
郡
上
岡
里
条
は
、
大
倭
国
の
畝
火
山
・
香
山
・
耳
梨
山
の
三
山

が
相
闘
し
、
出
雲
国
阿
菩
大
神
が
そ
れ
を
諌
め
止
め
よ
う
と
上
り
来
た
が
、

闘
い
が
止
ん
だ
と
聞
き
、
乗
っ
て
い
た
船
を
覆
し
て
上
岡
（
神
阜
）
に
鎮
座

し
た
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
次
に
、
当
該
条
は
前
述
の
通
り
の
内
容
で
あ
る
。

最
終
的
に
第
三
者
の
建
石
命
も
雇
わ
れ
て
闘
争
に
参
加
し
て
い
る
こ
と
に
な

る
の
で
扱
い
が
や
や
複
雑
で
は
あ
る
が
、
最
初
は
冰
上
刀
売
と
讃
伎
日
子
神
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の
間
の
対
立
か
ら
闘
争
が
行
わ
れ
て
い
る
た
め
、
建
石
命
を
第
三
者
と
位
置

付
け
る
の
が
適
当
で
あ
る
。
ま
た
、
賀
毛
郡
起
勢
里
臭
江
・
黒
川
条
は
、
播

磨
国
の
田
の
村
君
が
相
闘
し
た
時
に
、
天
皇
が
村
君
た
ち
を
村
に
追
い
あ
つ

め
て
悉
く
皆
切
り
殺
し
た
と
い
う
記
事
で
あ
る
。
当
該
条
を
除
く
と
、
第
三

者
を
雇
う
等
の
行
為
を
伴
っ
て
闘
い
に
呼
び
込
む
と
い
う
表
現
は
見
ら
れ
な

い
。

　

他
の
上
代
文
献
に
つ
い
て
だ
が
、『
古
事
記
』・『
万
葉
集
』
に
は
「
雇
」

の
用
例
が
な
く
、『
日
本
書
紀
』
に
は
左
の
孝
徳
天
皇
条
に
二
例
が
見
ら
れ
る
。

○
『
日
本
書
紀
』
の
「
雇
」
全
用
例
（
二
例
。「
雇
」
に
囲
み
線
を
付
し
た
）

・
巻
二
十　

孝
徳
天
皇
大
化
二
年
（
六
四
六
）
三
月
甲
申
条

復
、
有w

百
姓a

臨w

向p

京
日a
恐w
所p
乗
馬
、
疲
痩
不o

行
、
以w

布

二
尋
・
麻
二
束a

送w

参
河
・
尾
張
、
両
国
之
人a

雇
令w

養
飼z

乃
入w

于
京z

於
還p

郷
日
、
送w

鍬
一
口z

而
参
河
人
等
、
不p

能w

養
飼a

翻

令w

痩
死z

若
是
細
馬
、
即
生w

貪
愛a

工
作w
謾
語a
言p

被w

偸
失z

若
是
牝
馬
、
孕w

於
己
家a

便
使w

秡
除a

遂
奪w

其
馬z
飛
聞
若p

是
。

故
今
、立p

制
。凡
養p

馬w

於
路
傍
國q

者
、將w

被p

雇
人a
審
告w
村
首q

〈
首
長
也
。〉、
方
授w

詶
物z

其
還p

郷
日
、
不p

須w

更
報z
如
致w
疲

損a

不p

合p

得p

物
。
縦
違w

斯
詔a

將
科w

重
罪z

　

こ
の
引
用
箇
所
は
三
月
二
十
二
日
の
詔
の
第
二
部
第
十
二
段
に
あ
た
る
。

概
要
は
、
京
に
向
か
う
百
姓
が
参
河
・
尾
張
両
国
の
人
を
雇
っ
て
馬
を
預
け

て
飼
わ
せ
た
も
の
の
、
百
姓
が
故
郷
に
帰
る
際
に
馬
を
返
さ
な
い
等
の
問
題

が
あ
っ
た
た
め
、
今
新
た
に
制
を
立
て
た
と
い
う
も
の
で
あ
る
。「
雇
」
の

字
は
こ
の
条
の
二
箇
所
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。
一
箇
所
目
で
は
、
雇
う
側
に

立
つ
の
は
都
に
向
か
う
百
姓
、
雇
わ
れ
る
側
に
立
つ
の
は
上
京
す
る
百
姓
か

ら
馬
を
預
か
る
参
河
・
尾
張
国
の
人
で
あ
る
。
百
姓
は
馬
を
預
か
る
対
価
と

し
て
、
布
二
尋
、
麻
二
束
、
さ
ら
に
鍬
一
口
を
参
河
・
尾
張
国
の
人
に
送
っ

て
い
る
。
二
箇
所
目
で
は
、
具
体
的
に
雇
う
側
や
雇
わ
れ
る
側
に
つ
い
て
言

及
し
て
は
い
な
い
が
、
あ
ら
か
じ
め
村
首
に
申
告
し
て
馬
を
預
か
る
者
に
報

酬
を
与
え
る
よ
う
記
し
て
い
る
。

　

ま
た
、『
続
日
本
紀
』
で
は
、
次
の
三
箇
所
で
用
い
ら
れ
て
い
る
。

○ 

『
続
日
本
紀
』
の
「
雇
」
全
用
例
（
三
例
。「
雇
」
に
囲
み
線
、「
雇
」
を

含
む
語
に
網
か
け
を
し
た
）

・
巻
十　

聖
武
天
皇
神
亀
四
年
（
七
二
七
）
二
月
壬
子
条

造w

難
波
宮q

雇
民
、
免w

課
役
并
房
雜
徭z

・
巻
二
十　

孝
謙
天
皇
天
平
宝
字
元
年
（
七
五
七
）
八
月
庚
辰
条

詔
曰
、「
今
宣
〈
久
〉、
奈
良
麻
呂
〈
我
〉
兵
起
〈
尓
〉
被
雇
〈
多
利
志
〉

秦
等
〈
乎
婆
〉
遠
流
賜
〈
都
〉。
今
遺
秦
等
者
、
悪
心
無
而
清
明
心
〈
乎
〉

持
而
仕
奉
〈
止
〉
宣
」。

・
巻
三
十
八　

桓
武
天
皇
延
暦
四
年
（
七
八
五
）
七
月
癸
丑
条

又
勅
、「
造
宮
之
務
、
事
弗p

獲p

已
。
所p

役
之
夫
、
宜p

給w

其
功z

於

p

是
、
和w-

雇
諸
国
百
姓
卅
一
万
四
千
人z

」

　

ま
ず
巻
十
の
例
は
、
難
波
宮
の
造
営
に
従
事
す
る
雇
民
の
課
役
や
雑
徭
を

免
じ
る
記
事
で
あ
る
。
こ
の
記
事
で
は
、
雇
う
側
に
い
る
の
は
朝
廷
、
雇
わ

れ
る
側
に
い
る
の
は
雇
民
で
あ
る
。
雇
民
に
は
難
波
宮
造
営
に
従
事
す
る
対

価
と
し
て
賃
金
や
食
料
が
支
給
さ
れ
る
。

　

次
に
、
巻
二
十
の
例
は
、
橘
奈
良
麻
呂
の
乱
で
奈
良
麻
呂
に
雇
わ
れ
て

戦
っ
た
秦
等
は
遠
流
に
処
し
、
今
残
る
乱
に
与
し
な
か
っ
た
秦
等
は
悪
心
な

く
清
明
心
を
も
っ
て
仕
え
奉
る
よ
う
に
と
述
べ
た
宣
命
第
二
十
一
詔
で
あ
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る
。
こ
の
記
事
に
お
い
て
は
、
雇
う
側
は
橘
奈
良
麻
呂
、
雇
わ
れ
る
側
は
秦

氏
等
に
な
る
。

　

さ
ら
に
巻
三
十
八
の
例
は
、
長
岡
宮
造
営
の
役
夫
三
十
一
万
余
人
を
和
雇

し
功
（
賃
）
を
給
付
す
る
こ
と
を
命
じ
る
趣
旨
の
勅
で
あ
る
。
こ
こ
に
記
さ

れ
た
「
和
雇
」
と
は
、「
強
雇
・
雇
役
に
対
す
る
「
和
雇
」
で
、
当
時
当
郷

の
傭
賃
（
功
）
を
給
す
る
契
約
的
な
雇
傭
を
さ
すＪ
」
と
さ
れ
る
。
こ
の
記
事

に
お
い
て
は
、
雇
う
側
は
朝
廷
、
雇
わ
れ
る
側
は
百
姓
で
あ
る
。
百
姓
は
長

岡
宮
造
営
の
対
価
を
与
え
ら
れ
て
い
る
。

　

ま
た
律
令
中
に
も
「
雇
」
字
は
見
ら
れ
る
（
律
に
計
二
十
四
字
、
令
に
計
六

字
）。
律
本
文
に
九
字
、
律
逸
文
に
十
五
字
、
令
本
文
に
六
字
で
あ
る
。『
日

本
書
紀
』
の
二
字
、『
続
日
本
紀
』
の
三
字
と
比
較
す
る
と
ど
ち
ら
も
多
い
。

そ
れ
は
、
人
を
雇
う
と
必
然
的
に
財
貨
の
や
り
と
り
が
生
じ
る
た
め
、
誰
に

何
を
ど
う
与
え
る
か
、
あ
る
い
は
雇
わ
れ
て
罪
を
犯
し
た
人
間
に
ど
の
よ
う

な
処
罰
を
与
え
る
か
（
主
犯
よ
り
罪
が
軽
く
な
る
場
合
が
多
い
）
等
に
つ
い
て
、

明
確
に
規
定
し
て
お
く
必
要
が
あ
る
た
め
だ
と
考
え
ら
れ
る
。

　

冰
上
刀
売
が
建
石
命
に
対
し
て
ど
の
よ
う
な
利
益
を
与
え
た
か
に
つ
い
て

は
不
明
で
あ
る
が
、
以
上
の
漢
籍
の
用
例
、
辞
書
類
の
記
述
、
上
代
文
献
の

用
例
等
を
見
る
と
、
当
該
条
の
「
雇
」
は
、
雇
う
側
が
雇
わ
れ
る
側
に
何
ら

か
の
利
益
を
与
え
て
使
役
す
る
意
味
と
考
え
て
良
い
と
思
わ
れ
る
。

　

雇
用
と
い
う
の
は
、
た
だ
単
に
上
位
の
者
が
下
位
の
者
を
使
役
す
る
と
い

う
有
り
方
で
は
な
い
。『
播
磨
国
風
土
記
』
賀
古
郡
朕
君
済
条
の
記
事
を
参

考
に
見
て
み
よ
う
。
大
帯
日
子
命
（
景
行
天
皇
）
が
紀
伊
国
の
人
で
あ
る
度

子
の
小
玉
に
渡
り
の
対
価
（
道
行
の
儲
で
あ
る
弟
縵
）
を
与
え
、
小
玉
は
そ
れ

を
賃
と
し
て
得
て
景
行
天
皇
を
舟
に
乗
せ
て
渡
し
た
と
い
う
内
容
で
あ
る
。

「
雇
」
字
自
体
は
用
い
ら
れ
て
い
な
い
が
、
景
行
天
皇
が
度
子
に
賃
を
払
っ

て
度
子
を
使
役
し
て
い
る
こ
と
か
ら
、
度
子
が
景
行
天
皇
に
雇
わ
れ
て
い
る

と
見
て
良
い
状
況
で
あ
る
。
度
子
は
最
初
、
河
を
渡
り
た
い
と
い
う
天
皇
の

要
請
に
対
し
、「
我
為w

天
皇
贄
人q

否
」（「
わ
た
し
は
天
皇
に
奉
仕
す
る
者
で
は

な
い
の
だＫ
」）
と
言
っ
て
従
わ
な
か
っ
た
。
度
子
は
景
行
天
皇
に
対
し
て
無
条

件
で
従
順
な
態
度
を
取
る
わ
け
で
は
な
く
、
最
終
的
に
賃
が
払
わ
れ
た
こ
と

で
天
皇
を
舟
に
乗
せ
た
の
で
あ
る
。

　

改
め
て
言
う
が
、
雇
用
関
係
と
い
う
の
は
、
こ
の
よ
う
に
誰
か
を
使
用
す

る
際
に
何
ら
か
の
利
益
を
対
価
と
し
て
差
し
出
す
と
い
う
関
係
で
あ
る
。
当

該
条
の
場
合
、
雇
わ
れ
る
側
に
い
る
建
石
命
は
、
冰
上
刀
売
に
無
償
で
は
な

く
有
償
で
使
役
さ
れ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

単
純
な
命
令
に
よ
る
使
役
と
、
雇
用
に
よ
る
使
役
の
違
い
は
、
一
体
ど
の

よ
う
な
要
因
か
ら
生
じ
る
の
だ
ろ
う
か
。
ポ
イ
ン
ト
に
な
る
の
は
、
先
程
触

れ
た
、
賀
古
郡
朕
君
済
条
に
お
け
る
度
子
の
「
我
為w

天
皇
贄
人q

否
」
と
い

う
発
言
で
あ
る
。
度
子
は
天
皇
の
贄
人
で
は
な
い
、
つ
ま
り
天
皇
の
直
接
的

な
支
配
体
系
に
組
み
込
ま
れ
て
い
な
い
人
間
で
あ
る
た
め
、
単
純
に
命
令
さ

れ
た
だ
け
で
は
使
役
さ
れ
る
こ
と
に
納
得
せ
ず
、
対
価
を
与
え
ら
れ
て
は
じ

め
て
働
い
た
と
考
え
ら
れ
る
。
元
々
王
権
の
支
配
体
系
に
組
み
込
ま
れ
て
い

る
人
物
で
あ
れ
ば
命
令
に
そ
の
ま
ま
従
う
の
が
自
然
だ
が
、
そ
う
で
な
か
っ

た
た
め
に
、
対
価
を
与
え
ら
れ
て
は
じ
め
て
舟
を
渡
し
た
も
の
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

　

ま
た
、
先
述
の
『
続
日
本
紀
』
巻
二
十
の
橘
奈
良
麻
呂
と
秦
忌
寸
の
関
係

性
も
重
要
な
ヒ
ン
ト
に
な
る
。
橘
奈
良
麻
呂
の
乱
の
際
、
橘
奈
良
麻
呂
は
秦

忌
寸
を
「
雇
」
っ
て
戦
っ
た
。
秦
氏
は
本
来
的
に
は
橘
奈
良
麻
呂
及
び
橘
氏
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の
支
配
下
に
置
か
れ
る
存
在
で
は
な
く
、
あ
く
ま
で
朝
廷
の
支
配
を
受
け
る

存
在
で
あ
る
。
秦
氏
等
は
「
奈
良
時
代
に
お
い
て
も
独
自
の
私
的
兵
力
を
保

持
し
て
い
た
ら
しＬ
」
く
、
時
に
応
じ
て
有
力
貴
族
に
雇
わ
れ
て
闘
う
こ
と
が

あ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
表
現
レ
ベ
ル
で
見
る
な
ら
ば
、
奈
良
麻
呂
と

秦
忌
寸
に
直
接
的
な
支
配
関
係
は
な
く
、
あ
く
ま
で
一
時
的
に
利
益
を
与
え

て
使
役
す
る
と
い
う
間
柄
だ
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

そ
れ
か
ら
、『
続
日
本
紀
』
巻
十
の
例
は
、
先
述
の
通
り
難
波
宮
の
造
営

に
従
事
す
る
雇
民
の
課
役
や
雑
徭
を
免
じ
る
記
事
で
あ
る
。
同
じ
く
宮
の
造

営
事
業
に
従
事
す
る
者
の
課
役
を
免
除
す
る
記
事
の
一
例
と
し
て
、『
日
本

書
紀
』
持
統
天
皇
条
六
年
に
次
の
よ
う
な
記
事
が
あ
る
。

○
『
日
本
書
紀
』
持
統
六
年
三
月
二
十
九
日
条

甲
午
、
詔
免i

近
江
・
美
濃
・
尾
張
・
参
河
・
遠
江
等
国
供
奉
騎
士
戸
、

及
諸
国
荷
丁
・
造w

行
宮q

丁
今
年
調
役n

　

こ
こ
で
の
免
除
対
象
者
は
「
丁
」（
役
夫
）
で
あ
る
。
行
宮
造
営
の
役
夫

が
「
今
年
調
役
」
を
免
除
さ
れ
て
い
る
記
述
だ
が
、
そ
こ
に
は
「
丁
を
雇
っ

て
い
る
」
と
い
う
認
識
は
見
ら
れ
な
い
。
大
和
王
権
の
支
配
体
制
に
組
み
込

ま
れ
て
い
る
こ
と
が
当
然
視
さ
れ
て
い
る
（「
今
年
」
の
調
役
と
い
う
表
現
か
ら
）

「
丁
」
を
、
行
宮
造
営
に
使
役
し
て
い
る
、
と
い
う
形
と
な
っ
て
い
る
。

　

ま
た
、『
日
本
書
紀
』
に
は
宮
造
営
に
関
わ
る
記
事
が
複
数
見
ら
れ
る
が

（
た
と
え
ば
、
藤
原
京
に
つ
い
て
は
、
持
統
天
皇
四
年
、
六
年
五
月
、
七
年
八
月
、
八

年
十
二
月
に
記
述
が
あ
る
）、
事
業
に
関
わ
っ
た
者
に
対
価
が
払
わ
れ
た
か
ど

う
か
に
つ
い
て
は
明
記
さ
れ
て
い
な
い
。

　

大
化
前
代
よ
り
、
中
央
で
の
大
規
模
な
造
営
事
業
に
は
そ
の
た
び
に
朝
廷

が
地
方
の
国
造
に
命
じ
て
動
員
し
た
民
を
無
償
で
使
役
し
た
が
、
律
令
制
下

で
は
、
国
司
ら
を
通
じ
て
徴
発
し
た
民
に
庸
（
歳
役
で
徴
発
し
た
も
の
）
を
賃

金
・
食
料
と
し
て
支
給
す
る
制
度
を
採
っ
た
も
の
が
雇
役
と
さ
れ
た
と
い

うＭ
。
前
述
の
例
等
か
ら
、
律
令
制
以
前
と
以
後
で
は
雇
用
に
関
す
る
意
識
の

違
い
が
見
え
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
が
、
そ
う
い
っ
た
点
が
関
係
し
て
い
る
と

考
え
ら
れ
る
。

　

こ
れ
を
踏
ま
え
、
託
賀
郡
都
太
岐
条
の
状
況
に
即
し
て
考
え
て
み
よ
う
。

冰
上
刀
売
が
丹
波
国
の
女
性
首
長
あ
る
い
は
女
神
と
さ
れ
る
の
に
対
し
、
建

石
命
は
播
磨
国
の
神
と
さ
れ
る
。
こ
の
こ
と
か
ら
、
建
石
命
は
冰
上
刀
売
の

支
配
下
に
置
か
れ
て
お
ら
ず
、
ま
た
同
じ
地
域
に
属
す
る
存
在
で
も
な
い
と

考
え
ら
れ
る
。
そ
の
た
め
、
単
純
に
命
令
を
受
け
て
使
役
さ
れ
る
の
で
は
な

く
、
こ
の
よ
う
に
雇
わ
れ
て
使
役
さ
れ
る
よ
う
な
関
係
と
し
て
描
写
さ
れ
て

い
る
と
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

三
　
神
話
に
お
け
る
雇
用
関
係
に
つ
い
て

　

こ
こ
で
、『
日
本
書
紀
』・『
続
日
本
紀
』
中
の
「
雇
」
の
字
が
、
神
話
や

説
話
の
よ
う
な
文
学
的
要
素
の
あ
る
文
章
で
は
な
く
、
制
や
詔
や
勅
と
い
っ

た
実
務
的
要
素
の
強
い
文
章
で
見
ら
れ
る
理
由
に
つ
い
て
、
ま
た
、
律
令
の

中
に
「
雇
」
字
が
多
く
見
ら
れ
る
理
由
に
つ
い
て
考
え
た
い
。
そ
の
上
で
、

当
該
条
が
ど
の
よ
う
な
経
緯
で
成
立
し
た
か
、
ど
の
よ
う
な
人
物
が
編
述
を

し
た
か
に
つ
い
て
考
察
を
進
め
て
い
き
た
い
。

　

誰
か
を
無
償
で
は
な
く
有
償
で
使
役
す
る
場
合
、
律
令
の
よ
う
な
国
家
的

な
も
の
に
限
ら
な
い
が
、
実
務
的
な
制
度
や
決
ま
り
ご
と
が
必
要
に
な
る
。

誰
に
い
く
ら
支
払
っ
て
ど
の
く
ら
い
の
期
間
使
用
す
る
か
と
い
う
決
ま
り
ご

と
が
な
け
れ
ば
、
無
作
為
・
恣
意
的
に
経
済
的
利
益
を
与
え
る
あ
る
い
は
与
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え
な
い
と
い
う
こ
と
に
な
り
、
雇
用
関
係
が
成
り
立
た
な
く
な
る
た
め
で
あ

る
。
先
に
掲
げ
た
『
日
本
書
紀
』
の
用
例
で
制
を
立
て
る
必
要
が
出
て
き
た

の
も
、
雇
用
関
係
に
ま
つ
わ
る
問
題
に
対
処
す
る
た
め
と
考
え
て
よ
い
だ
ろ

う
。
外
部
の
価
値
観
や
他
文
化
性
を
持
つ
存
在
（
地
縁
的
な
支
配
関
係
等
が
な

い
存
在
）
を
従
え
よ
う
と
す
る
際
、
何
が
し
か
の
対
価
や
強
制
力
が
必
要
に

な
っ
て
く
る
。
そ
の
と
き
に
武
力
に
よ
る
支
配
関
係
で
は
な
く
経
済
的
な
対

価
を
も
と
に
し
た
雇
用
関
係
を
記
し
て
い
る
の
が
当
該
条
で
あ
り
、
そ
こ
に

は
編
述
者
の
実
務
的
な
物
の
見
方
が
存
在
す
る
よ
う
に
思
わ
れ
る
の
で
あ
る
。

　

こ
の
よ
う
な
雇
用
関
係
が
、
当
該
条
の
神
話
の
中
で
描
写
さ
れ
て
い
る
の

は
な
ぜ
か
。
誰
か
を
雇
う
あ
る
い
は
誰
か
に
雇
わ
れ
る
と
い
う
こ
と
自
体

は
、
現
代
と
同
じ
く
、
当
時
の
日
常
生
活
に
お
い
て
も
身
近
な
こ
と
だ
っ
た

だ
ろ
う
（
木
簡
に
多
く
の
雇
用
の
記
録
が
あ
るＮ
こ
と
か
ら
も
そ
れ
が
う
か
が
え
る
）。

し
か
し
、
雇
用
関
係
を
神
話
の
中
に
持
ち
出
す
と
な
る
と
話
が
変
わ
っ
て
く

る
。
先
述
の
通
り
、『
播
磨
国
風
土
記
』
を
含
め
た
主
な
上
代
文
学
中
の
神

話
に
は
、
当
該
条
の
他
に
雇
用
関
係
を
記
し
た
も
の
が
見
当
た
ら
な
い
か
ら

で
あ
る
（
木
簡
等
の
実
務
的
文
章
の
中
に
は
散
見
さ
れ
る
）。

　

そ
も
そ
も
、
な
ぜ
神
話
に
は
雇
用
関
係
が
一
般
的
に
見
ら
れ
な
い
の
だ
ろ

う
か
。
当
該
条
の
時
代
設
定
は
「
昔
」
と
な
っ
て
い
る
が
、
神
話
を
遥
か
昔

の
出
来
事
と
す
る
場
合
、
利
益
の
授
受
と
い
う
経
済
活
動
が
存
在
す
る
こ
と

自
体
を
想
定
し
に
く
か
っ
た
の
か
も
し
れ
な
い
。
あ
る
い
は
、
単
純
に
神
が

登
場
す
る
話
に
雇
用
関
係
を
記
す
こ
と
自
体
に
何
か
違
和
感
が
あ
っ
た
の
か

も
し
れ
な
い
。

　

筆
者
は
、
そ
の
理
由
と
し
て
、
以
下
の
よ
う
な
事
情
が
あ
る
も
の
と
考
え

て
い
る
。
神
が
祭
祀
・
鎮
静
・
討
伐
等
の
行
為
の
対
象
に
な
る
場
合
、
祭
祀
・

鎮
静
・
討
伐
を
行
う
主
体
は
、
そ
の
土
地
を
開
い
た
人
物
や
そ
の
土
地
に
居

住
し
て
い
く
人
物
、
朝
廷
か
ら
派
遣
さ
れ
た
人
物
、
占
い
に
よ
っ
て
選
定
さ

れ
た
人
物
が
多
い
よ
う
で
あ
る
。
た
と
え
ば
、『
播
磨
国
風
土
記
』
揖
保
郡

枚
方
里
佐
比
岡
条
の
漢
人
の
よ
う
に
そ
の
土
地
を
開
い
た
人
物
（
佐
比
岡
の

交
通
妨
害
神
を
祭
祀
し
て
鎮
静
さ
せ
た
）、『
肥
前
国
風
土
記
』
基
肄
郡
姫
社
郷

条
の
珂
是
古
の
よ
う
に
占
い
に
よ
っ
て
選
ば
れ
た
人
物
（
荒
ぶ
る
神
を
祭
祀
し

て
鎮
静
さ
せ
た
）、『
播
磨
国
風
土
記
』
揖
保
郡
意
此
川
条
の
額
田
部
連
久
等
々

（
荒
ぶ
る
神
を
祭
祀
し
て
鎮
静
し
た
）
や
『
古
事
記
』
景
行
天
皇
条
の
倭
建
命
（
荒

ぶ
る
山
河
済
の
神
を
殺
害
あ
る
い
は
言
向
し
て
鎮
静
し
た
）
の
よ
う
に
朝
廷
か
ら

選
ば
れ
て
派
遣
さ
れ
た
人
物
、
と
い
う
具
合
で
あ
る
。
ま
た
、
神
と
誰
か
の

闘
争
が
行
わ
れ
る
場
合
、
相
手
は
直
接
利
害
関
係
の
あ
る
神
だ
と
い
う
場
合

が
多
い
。
た
と
え
ば
、『
播
磨
国
風
土
記
』
揖
保
郡
美
奈
志
川
の
石
龍
比
古

命
と
妹
石
龍
比
売
命
は
川
の
水
を
そ
れ
ぞ
れ
別
の
村
に
流
そ
う
と
争
っ
て
い

る
し
、『
播
磨
国
風
土
記
』
宍
禾
郡
奪
谷
条
で
は
葦
原
志
挙
乎
命
と
天
日
槍

命
が
谷
を
奪
い
合
っ
て
い
る
。

　

つ
ま
り
、
討
伐
を
含
め
た
神
の
鎮
静
に
関
わ
る
存
在
と
い
う
の
は
、
土
地

と
深
い
関
わ
り
の
あ
る
人
物
で
あ
っ
た
り
、
占
い
で
選
ば
れ
た
人
物
で
あ
っ

た
り
、
朝
廷
か
ら
派
遣
さ
れ
た
人
物
で
あ
っ
た
り
、
直
接
利
害
関
係
の
あ
る

神
で
あ
っ
た
り
と
、
神
に
関
わ
る
必
然
的
な
理
由
が
あ
る
場
合
が
多
い
と
考

え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。
神
の
討
伐
が
行
わ
れ
る
に
あ
た
っ
て
、
雇
わ
れ
た
（
つ

ま
り
対
価
を
受
け
取
っ
て
一
時
的
に
使
役
さ
れ
る
）
だ
け
の
存
在
が
神
に
関
わ
る

の
は
、
想
定
し
に
く
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
神
を
何
ら
か
の
形
で
鎮
静
さ

せ
よ
う
と
す
る
人
物
・
神
が
、
別
の
誰
か
か
ら
一
時
的
に
雇
わ
れ
て
関
わ
る

と
い
う
有
り
方
が
、
神
話
的
に
は
考
え
に
く
い
の
で
あ
ろ
う
。
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四
　
編
述
者
の
視
点
に
つ
い
て

　

こ
の
よ
う
に
、
神
話
で
記
さ
れ
に
く
い
雇
用
関
係
が
当
該
条
の
神
話
で
記

さ
れ
て
い
る
の
は
、
実
務
的
な
も
の
の
考
え
方
や
他
文
化
圏
と
の
交
渉
が
身

近
に
な
っ
て
き
た
律
令
時
代
的
な
考
え
方
の
も
と
、
編
述
が
行
わ
れ
た
か
ら

だ
、
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。
律
令
時
代
と
い
う
の
は
、
一
つ
の
神
を
信
仰

し
て
い
た
文
化
圏
が
、
律
令
制
に
よ
っ
て
令
国
制
の
形
に
分
断
さ
れ
て
い
く

時
代
で
あ
る
。
本
来
的
に
雇
用
関
係
を
記
す
こ
と
が
ほ
と
ん
ど
な
い
神
話
に

対
し
、
実
務
的
な
取
り
決
め
や
制
度
、
他
国
・
他
文
化
圏
と
の
交
渉
が
反
映

さ
せ
ら
れ
た
た
め
に
、
こ
の
よ
う
な
形
で
神
話
が
成
立
し
た
と
考
え
ら
れ
る
。

　

一
例
を
挙
げ
よ
う
。『
古
事
記
』
景
行
天
皇
条
に
お
い
て
、
倭
建
命
は
走

水
の
海
を
渡
る
際
、
后
弟
橘
比
売
命
を
渡
の
神
に
捧
げ
る
こ
と
で
海
を
渡
る

こ
と
が
で
き
た
。
こ
れ
は
、
先
に
触
れ
た
『
播
磨
国
風
土
記
』
朕
君
済
条
で

景
行
天
皇
が
「
賃
」
を
度
子
に
払
う
こ
と
で
渡
り
を
可
能
に
し
た
点
と
比
較

す
る
と
、
対
価
を
払
っ
て
移
動
を
可
能
に
す
る
点
は
共
通
し
て
い
る
も
の

の
、
大
き
な
相
違
点
が
あ
る
。
そ
れ
は
、
対
価
を
払
う
対
象
が
神
か
人
（
度
子
）

か
の
違
い
や
、
払
わ
れ
る
対
価
の
軽
重
の
違
い
と
い
う
点
で
あ
る
。
通
行
の

可
能
不
可
能
を
決
定
す
る
存
在
が
神
か
人
か
と
い
う
点
で
、
神
へ
の
供
物
弟

橘
比
売
命
と
、
度
子
へ
の
賃
弟
縵
と
で
は
、
前
者
の
方
が
古
い
形
の
対
価
の

払
わ
れ
方
で
あ
り
、
後
者
が
新
し
い
形
の
そ
れ
で
あ
る
こ
と
は
明
ら
か
で
あ

ろ
う
。『
播
磨
国
風
土
記
』
は
、
そ
の
よ
う
な
新
し
い
価
値
観
の
も
と
に
編

述
さ
れ
る
傾
向
が
あ
り
、
そ
れ
が
神
の
登
場
す
る
神
話
に
お
い
て
も
適
用
さ

れ
て
い
る
も
の
と
筆
者
は
考
え
て
い
る
。

　

他
の
土
地
や
文
化
圏
に
属
す
る
存
在
（
つ
ま
り
地
縁
的
・
文
化
的
な
支
配
関
係

を
持
た
な
い
存
在
）
が
、
あ
る
別
の
土
地
の
他
者
を
従
え
よ
う
と
す
る
と
き
、

そ
こ
に
は
命
令
に
従
わ
せ
る
た
め
の
「
何
か
」
が
必
要
に
な
っ
て
く
る
。
そ

の
「
何
か
」
が
、
当
該
条
の
場
合
は
武
力
や
占
い
や
地
縁
的
な
支
配
関
係
で

は
な
く
、
経
済
的
対
価
で
あ
り
、
そ
の
よ
う
な
も
の
の
考
え
方
が
当
該
条
の

編
述
に
反
映
さ
れ
た
と
考
え
る
。

　

さ
ら
に
詳
し
く
考
え
る
た
め
、
当
該
条
と
関
連
記
事
に
つ
い
て
検
討
し
よ

う
。『
播
磨
国
風
土
記
』
に
は
、
讃
伎
日
子
神
と
建
石
命
が
登
場
す
る
記
事

が
他
の
条
（
託
賀
郡
法
太
里
条
、
託
賀
郡
法
太
里
甕
坂
条
）
に
も
存
在
す
る
。
三

者
が
直
接
登
場
し
な
い
も
の
の
、
関
連
性
が
う
か
が
え
る
記
事
も
あ
る
。

○ 

『
播
磨
国
風
土
記
』
に
見
え
る
讃
伎
日
子
神
・
冰
上
刀
売
・
建
石
命

の
一
連
の
説
話
と
関
連
記
事

１
…
託
賀
郡
都
麻
里
条

都
麻
里
〈
都
多
支
・
比
也
山
・
比
也
野
・
鈴
堀
山
・
伊
夜
丘
・
阿
富
山
・

高
瀬
・
目
前
・
和
爾
布
多
岐
・
阿
多
加
野
〉
土
下
上
。
所e

以
号w

都
麻q

者
、
播
磨
刀
売
、
与w

丹
波
刀
売a

堺p

国
之
時
、
播
磨
刀
売
、
到w

於

此
村a

汲w

井
水q

而
、
飡
之
、「
云w

此
水
有
味q

」。
故
、
曰w

都
麻z

２
…
託
賀
郡
都
麻
里
都
太
岐
条
（
当
該
条
・
再
掲
）

云w

都
太
岐q

者
、
昔
、
讃
伎
日
子
神
、
誂w

冰
上
刀
売z

爾
時
、
冰
上

刀
売
、
答
曰p

「
否
」、
日
子
神
、
猶
強
而
誂
之
。
於p

是
、
冰
上
刀
売
、

怒
云
、「
何
故
強p

吾
」。
即
、
雇w

建
石
命a

以p

兵
相
闘
。
於p

是
、
讃

伎
日
子
、
負
而
還
去
、
云
、「
我
甚
怯
哉
」。
故
、
曰w

都
太
岐z

３
…
託
賀
郡
法
太
里
条

法
太
里
〈
甕
坂
・
花
波
山
〉
土
下
上
。
所e

以
号w

法
太q

者
、
讃
伎
日

子
与w

建
石
命q
相
闘
之
時
、
讃
伎
日
子
、
負
而
逃
去
、
以p

手
匐
去
。
故
、
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曰w

匐
田z

４
…
託
賀
郡
法
太
里
甕
坂
条

甕
坂
者
、
讃
伎
日
子
、
逃
去
之
時
、
建
石
命
、
逐w

此
坂a

云
、「
自p

今

以
後
、
更
、
不p

得p

入w

此
界z

」、
即
、
御
冠
置w

此
坂z

一
家
云
、
昔
、

丹
波
与w
播
磨a

堺p

国
之
時
、
大
甕
堀w

埋
於
此
上a

以
為w

国
境z

故
、

曰w

甕
坂z

　

１
の
託
賀
郡
都
麻
里
条
に
は
、
讃
伎
日
子
神
・
冰
上
刀
売
・
建
石
命
の
三

者
は
登
場
し
な
い
。
丹
波
刀
売
と
播
磨
刀
売
と
い
う
丹
波
国
と
播
磨
国
そ
れ

ぞ
れ
の
土
地
の
女
神
も
し
く
は
女
性
首
長
が
国
境
争
い
を
し
、
播
磨
刀
売
が

村
に
到
っ
て
井
戸
の
水
を
汲
ん
で
飲
食
し
、「
此
の
水
は
う
ま
い
」
と
云
っ

た
こ
と
か
ら
「
都
麻
」
の
名
が
つ
い
た
、
と
い
う
地
名
起
源
譚
に
な
っ
て
い

る
。『
播
磨
国
風
土
記
』
に
お
い
て
「
丹
波
」
と
い
う
国
名
・
地
名
の
記
述

が
存
在
す
る
の
は
こ
の
条
と
４
の
託
賀
郡
法
太
里
甕
坂
条
の
み
で
あ
り
、
か

つ
、
丹
波
刀
売
と
播
磨
刀
売
と
い
う
国
の
名
を
冠
す
る
存
在
、
す
な
わ
ち
国

を
代
表
す
る
存
在
が
国
境
争
い
を
し
て
い
る
と
い
う
話
の
展
開
に
類
似
点
が

見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、
４
と
の
関
連
性
が
う
か
が
わ
れ
る
。

　

２
の
託
賀
郡
都
麻
里
都
太
岐
条
（
当
該
条
）
は
、
先
述
の
通
り
の
地
名
起

源
譚
で
あ
る
。

　

３
の
託
賀
郡
法
太
里
条
は
、
讃
伎
日
子
と
建
石
命
が
相
闘
し
、
讃
伎
日
子

が
負
け
て
逃
げ
去
る
際
、
手
で
匐
う
よ
う
に
し
て
去
っ
た
こ
と
か
ら
「
匐
田
」

の
名
が
つ
い
た
、
と
い
う
地
名
起
源
譚
に
な
っ
て
い
る
。

　

４
の
託
賀
郡
法
太
里
甕
坂
条
に
は
、
讃
伎
日
子
が
逃
げ
去
る
時
に
建
石
命

が
坂
ま
で
逐
っ
て
き
て
、
今
後
二
度
と
こ
の
境
界
か
ら
内
に
入
る
こ
と
は
で

き
ま
い
と
云
い
、
冠
を
坂
に
置
い
た
と
い
う
話
が
記
載
さ
れ
て
い
る
。
加
え

て
、
こ
の
条
に
は
「
一
家
云
」
か
ら
始
ま
る
異
伝
も
記
さ
れ
て
い
る
。
そ
の

異
伝
は
、
昔
、
丹
波
と
播
磨
が
国
境
を
定
め
た
際
、
大
甕
を
此
の
上
に
埋
め

た
こ
と
か
ら
「
甕
坂
」
の
名
が
つ
い
た
、
と
い
う
地
名
起
源
譚
で
あ
る
。

　

２
と
３
の
間
に
複
数
の
地
名
起
源
譚
が
挟
ま
っ
て
い
る
が
、
２
で
建
石
命

に
敗
走
し
た
讃
伎
日
子
神
が
さ
ら
に
３
・
４
で
逃
亡
を
続
け
て
い
く
様
子
が

記
さ
れ
て
お
り
、
こ
の
求
婚
・
闘
争
説
話
が
複
数
の
地
名
に
わ
た
っ
て
一
連

の
説
話
と
し
て
記
さ
れ
て
い
る
こ
と
を
う
か
が
わ
せ
る
。
３
の
「
讃
伎
日
子

与w

建
石
命q

相
闘
之
時
」
と
い
う
時
代
設
定
が
２
の
「
相
闘
」
と
い
う
表
記

を
承
け
て
の
も
の
、
４
の
「
讃
伎
日
子
、
逃
去
之
時
」
と
い
う
時
代
設
定
が

３
の
「
逃
去
」
と
い
う
表
記
を
承
け
て
の
も
の
と
見
ら
れ
る
こ
と
も
、
そ
の

証
左
に
な
る
で
あ
ろ
う
。

　

当
該
条
と
関
連
記
事
を
検
討
し
て
み
る
と
、
国
境
や
そ
れ
ぞ
れ
の
土
地
を

代
表
す
る
よ
う
な
存
在
の
関
わ
る
記
述
が
複
数
見
ら
れ
る
こ
と
が
わ
か
る
。

播
磨
国
託
賀
郡
は
隣
国
の
丹
波
国
氷
上
郡
と
接
す
る
土
地
で
あ
る
こ
と
か

ら
、
国
境
に
関
わ
る
話
が
記
載
さ
れ
や
す
い
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。
４
の
異

伝
に
つ
い
て
秋
本
吉
郎
は
、「
丹
波
国
が
西
南
に
延
び
て
、
託
賀
郡
が
丹
波

国
内
で
あ
っ
た
こ
と
に
な
る
が
、
国
郡
制
実
施
以
前
の
土
着
氏
族
（
国
造
）

の
勢
力
に
よ
る
領
域
、
そ
の
境
界
を
い
う
も
の
で
あ
る
」
と
述
べ
て
い
るＯ
。

両
者
が
元
々
丹
波
国
に
属
す
る
存
在
だ
と
す
る
と
、
先
程
冰
上
刀
売
と
建
石

命
の
他
者
性
・
他
文
化
性
に
つ
い
て
や
や
疑
問
が
生
じ
る
こ
と
に
な
る
。
し

か
し
、
冰
上
刀
売
は
そ
の
名
の
通
り
丹
波
国
氷
上
郡
（
あ
る
い
は
氷
上
郷
）
の

支
配
者
で
あ
る
こ
と
と
、
建
石
命
は
託
賀
郡
法
太
里
甕
坂
で
讃
伎
日
子
神
を

境
界
か
ら
追
放
す
る
立
場
に
あ
り
託
賀
郡
の
支
配
者
に
近
い
存
在
だ
と
思
わ

れ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
そ
れ
ぞ
れ
同
じ
国
で
も
別
の
郡
に
属
す
る
存
在
だ
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と
い
う
こ
と
で
、
疑
問
を
解
消
で
き
る
だ
ろ
う
。
加
え
て
、
現
在
の
両
者
が

あ
く
ま
で
別
の
国
に
属
す
る
存
在
で
あ
る
こ
と
を
考
え
る
と
、
最
終
的
な
編

述
が
行
わ
れ
た
段
階
で
他
者
性
が
意
識
さ
れ
、
雇
用
関
係
と
し
て
記
さ
れ
た

可
能
性
も
考
え
ら
れ
る
。
そ
れ
は
さ
て
お
き
、
こ
の
よ
う
に
複
数
の
国
や
土

地
を
代
表
す
る
存
在
が
国
境
を
巡
っ
て
争
う
記
事
が
集
中
し
て
い
る
こ
と
に

つ
い
て
、
国
単
位
・
郡
単
位
で
土
地
を
見
る
、
俯
瞰
的
な
視
野
を
持
っ
た
編

述
者
を
想
定
で
き
る
と
考
え
ら
れ
る
。

　

ま
た
松
本
直
樹
は
、
風
土
記
の
神
の
巡
行
伝
承
に
つ
い
て
、「
越
境
す
る

神
々
の
伝
承
は
、
程
度
の
差
こ
そ
あ
れ
、
よ
り
広
い
地
域
を
俯
瞰
す
る
視
線

を
持
っ
た
時
に
初
め
て
成
り
立
ち
得
る
。
そ
の
土
地
を
神
の
最
終
帰
着
点
と

せ
ず
、
時
に
負
の
地
名
起
源
ま
で
を
含
ん
で
、
郷
か
ら
郷
へ
、
そ
し
て
郡
境
・

国
境
を
越
え
て
展
開
す
る
巡
行
説
話
が
、
土
地
の
内
部
の
視
線
か
ら
創
ら
れ

る
よ
う
に
は
思
え
な
いＰ
」
と
述
べ
て
い
る
。
当
該
条
は
、
国
境
を
巡
っ
て
争

う
中
で
、
讃
伎
日
子
神
と
建
石
命
た
ち
が
国
境
を
越
え
、
複
数
の
土
地
を
移

動
し
て
い
る
。
最
初
に
登
場
す
る
土
地
は
神
の
最
終
帰
着
点
と
さ
れ
ず
、
複

数
の
地
名
起
源
譚
が
連
な
っ
て
展
開
し
て
い
く
。
こ
の
点
で
、
当
該
条
は
神

の
巡
行
伝
承
と
共
通
し
て
お
り
、
や
は
り
俯
瞰
的
な
視
野
を
持
っ
た
編
述
者

の
存
在
が
考
え
ら
れ
る
の
で
あ
る
。

　

都
太
岐
条
そ
の
も
の
の
内
容
に
つ
い
て
も
、
編
述
者
の
俯
瞰
的
な
視
野
が

う
か
が
え
る
。
植
垣
節
也
は
、「
と
こ
ろ
で
、（
※
讃
伎
日
子
神
が
）
還
り
去
っ

た
の
は
ど
こ
へ
か
。
讃
伎
日
子
の
名
か
ら
す
れ
ば
讃
伎
の
国
へ
還
っ
た
と
み

え
る
。
冰
上
刀
売
は
丹
波
の
人
だ
ら
う
。
す
る
と
、
執
拗
な
求
婚
に
困
り
果

て
て
ゐ
た
の
は
丹
波
氷
上
郡
に
お
い
て
で
あ
っ
て
、
神
前
郡
の
建
石
命
の
助

力
を
求
め
た
と
す
る
と
、
こ
の
闘
ひ
の
舞
台
は
氷
上
郡
と
な
る
。
丹
波
氷
上

郡
と
播
磨
託
賀
郡
と
は
北
と
南
の
隣
郡
で
あ
る
。
勝
負
が
つ
い
て
讃
伎
日
子

が
帰
国
す
る
。
す
る
と
こ
の
自
嘲
の
言
葉
を
発
し
た
場
所
は
ど
こ
に
な
る

か
。
讃
伎
へ
還
っ
て
か
ら
で
は
ツ
タ
キ
の
地
名
説
話
に
な
ら
な
い
か
ら
、
還

り
道
で
こ
こ
を
通
り
か
か
っ
て
、
思
は
ず
呟
い
た
と
い
ふ
こ
と
で
あ
ら
うＱ
」

と
述
べ
て
い
る
。
飯
泉
健
司
は
『
播
磨
国
風
土
記
』
の
神
阜
に
ま
つ
わ
る
三

山
相
闘
記
事
に
つ
い
て
、「
こ
の
地
が
一
番
良
い
か
ら
（
す
ば
ら
し
い
か
ら
）

こ
の
地
に
鎮
ま
る
、
と
い
う
の
で
は
な
い
。
大
和
や
出
雲
に
比
べ
て
神
阜
が

素
晴
ら
し
い
、
と
い
う
語
り
口
で
も
な
い
。
闘
い
が
終
了
し
た
た
め
に
や
む

な
く
神
は
鎮
座
し
た
の
で
あ
る
。
大
和
と
出
雲
と
の
中
間
地
点
と
し
て
神
阜

を
捉
え
る
に
過
ぎ
ず
、
神
阜
を
絶
対
視
し
な
い
。
む
し
ろ
、
大
和
・
出
雲
の

中
間
地
点
と
し
て
神
阜
を
相
対
化
す
るＲ
」
と
述
べ
て
い
る
。
こ
の
、『
播
磨

国
風
土
記
』
に
登
場
す
る
播
磨
国
の
土
地
が
、
国
外
の
二
箇
所
の
土
地
の
中

間
地
点
と
し
て
相
対
化
さ
れ
る
と
い
う
こ
と
が
、
当
該
条
の
託
賀
郡
都
麻
里

都
太
岐
で
も
起
き
て
い
る
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。
植
垣
の
記
す
通
り
、
当

該
条
の
託
賀
郡
都
麻
里
都
太
岐
は
、
讃
伎
日
子
神
が
丹
波
国
氷
上
郡
か
ら
讃

伎
国
へ
「
還
去
」
す
る
間
の
還
り
道
に
過
ぎ
な
い
。
こ
れ
は
飯
泉
の
言
う
中

間
地
点
と
し
て
相
対
化
さ
れ
た
状
態
だ
と
言
え
る
だ
ろ
う
。
都
太
岐
の
こ
の

相
対
化
さ
れ
た
有
り
方
は
、
土
地
を
す
ば
ら
し
い
も
の
と
し
て
讃
美
し
名
を

つ
け
る
と
い
う
、
在
地
の
人
物
に
よ
る
本
来
の
地
名
起
源
譚
の
有
り
方
と
は

異
な
っ
て
い
る
の
で
あ
る
。

　

和
銅
六
年
の
官
命
に
応
じ
て
作
成
さ
れ
た
五
風
土
記
の
記
事
に
は
、
恐
ら

く
様
々
な
視
点
か
ら
作
ら
れ
た
伝
承
が
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
が
、
そ
の
最
終

的
な
編
述
者
は
、
出
雲
の
特
殊
事
情
を
除
け
ば
、
国
司
で
あ
る
の
が
当
然
で

あ
ろ
う
。『
播
磨
国
風
土
記
』
賀
古
郡
鴨
波
里
舟
引
原
条
に
「
又
、
事
与w

上
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解q
同
」
と
あ
る
よ
う
に
、
こ
れ
ら
は
官
命
に
応
じ
て
官
人
が
作
成
し
た
解

文
と
し
て
成
立
し
て
い
る
。
当
国
風
土
記
の
当
該
条
の
作
成
に
関
し
て
も
、

何
ら
か
の
形
で
国
司
の
関
与
が
あ
っ
た
と
考
え
ら
れ
る
。
俯
瞰
的
な
視
点

も
、
国
単
位
・
郡
単
位
で
土
地
を
見
る
国
司
層
の
視
野
の
現
れ
と
し
て
見
て

良
い
だ
ろ
う
。
し
か
し
、『
播
磨
国
風
土
記
』
に
つ
い
て
小
野
田
光
雄
が
「
古

代
播
磨
の
勢
力
事
情
が
、
当
国
風
土
記
の
編
述
に
関
係
が
あ
っ
て
、
そ
れ
が

三
群
分
類
の
原
因
に
な
っ
て
い
る
と
見
る
の
が
私
の
見
解
で
あ
る
」
と
三
群

区
分
説
を
提
唱
し
たＳ
よ
う
に
、
国
造
が
編
述
に
関
わ
っ
て
い
る
可
能
性
も
あ

る
。
託
賀
郡
に
登
場
す
る
建
石
命
と
同
一
神
と
み
ら
れ
る
建
石
敷
命
が
神
前

郡
に
登
場
す
る
点
も
、
三
群
区
分
説
に
適
う
。

　

飯
泉
は
、
風
土
記
伝
承
の
視
点
に
つ
い
て
、「
伝
承
に
お
け
る
視
点
に
は

三
種
あ
っ
た
と
考
え
て
い
る
。
一
は
事
件
・
事
象
を
忠
実
に
伝
達
し
よ
う
と

す
る
内
部
的
視
点
。
二
は
事
件
・
事
象
を
捉
え
返
し
、
再
解
釈
を
施
す
視
点
。

そ
し
て
三
は
外
部
か
ら
批
評
す
る
視
点
。（
※
中
略
）
内
と
外
と
が
対
立
す
る

と
き
、
当
然
な
が
ら
中
間
の
立
場
が
存
在
す
る
は
ず
で
あ
る
。
内
を
守
り
つ

つ
も
、
外
と
も
交
渉
を
持
つ
。
地
方
社
会
に
お
い
て
は
、
国
司
と
在
地
民
と

の
間
の
国
造
、
天
皇
と
国
造
と
の
間
の
国
司
が
そ
の
立
場
に
あ
る
。
こ
の
よ

う
な
中
間
に
位
置
す
る
者
は
、
内
部
意
識
を
残
し
な
が
ら
も
外
部
世
界
と
の

接
点
を
見
出
す
。
内
部
的
事
象
を
外
部
へ
、
逆
に
外
部
世
界
を
内
部
へ
も
た

ら
す
た
め
に
は
事
象
・
事
物
の
捉
え
返
し
（
再
解
釈
・
翻
案
）
が
要
求
さ
れ
る
」

と
述
べ
て
い
るＴ
。
お
そ
ら
く
当
該
条
に
関
し
て
も
、
何
か
下
地
に
な
る
在
地

の
伝
承
が
存
在
し
、
中
間
に
位
置
す
る
国
司
が
最
終
的
に
『
播
磨
国
風
土
記
』

を
取
り
ま
と
め
る
段
階
で
、
再
解
釈
・
翻
案
が
行
わ
れ
、
こ
の
よ
う
な
形
の

記
事
に
な
っ
た
も
の
と
考
え
ら
れ
る
。

　

闘
争
記
事
に
第
三
者
が
関
わ
る
例
が
少
な
い
こ
と
を
考
え
る
と
、
元
々
の

都
太
岐
条
の
記
事
（
そ
も
そ
も
元
か
ら
「
都
太
岐
」
と
い
う
播
磨
国
の
土
地
の
記
事

で
あ
っ
た
か
ど
う
か
も
不
明
だ
が
）
は
、
讃
伎
日
子
神
に
よ
る
冰
上
刀
売
へ
の

求
婚
と
二
者
の
闘
争
と
い
う
、
あ
く
ま
で
そ
の
二
者
の
み
の
も
の
だ
っ
た
可

能
性
が
あ
る
。
求
婚
と
闘
争
の
舞
台
自
体
は
氷
上
の
地
で
あ
ろ
う
こ
と
を
考

え
る
と
、
讃
伎
日
子
神
が
逃
げ
去
る
途
中
に
播
磨
国
の
都
太
岐
で
言
葉
を
発

し
た
点
以
外
で
は
、
こ
の
記
事
は
播
磨
国
と
関
わ
り
を
持
た
な
い
。『
播
磨

国
風
土
記
』
に
収
め
ら
れ
る
以
上
、
記
事
は
何
ら
か
の
形
で
播
磨
国
と
強
く

関
わ
る
こ
と
が
望
ま
し
い
。
そ
の
関
わ
り
づ
く
り
の
た
め
に
導
入
さ
れ
た
の

が
、
冰
上
刀
売
と
建
石
命
の
雇
用
関
係
だ
っ
た
の
で
は
な
い
だ
ろ
う
か
。

　

そ
う
す
る
と
、
な
ぜ
播
磨
国
に
無
関
係
の
記
事
を
あ
え
て
収
録
し
た
か
と

い
う
疑
問
が
生
じ
る
が
、
確
実
な
こ
と
は
わ
か
ら
な
い
。
た
だ
、
託
賀
郡
が

か
つ
て
丹
波
国
に
所
属
し
て
い
た
可
能
性
を
示
唆
し
た
先
述
の
秋
本
論Ｕ
を
踏

ま
え
る
と
、
国
造
を
含
め
た
託
賀
郡
在
地
の
人
々
の
過
去
の
地
理
認
識
と
、

令
制
国
の
区
分
に
従
う
国
司
の
地
理
認
識
を
す
り
合
わ
せ
た
結
果
が
こ
の
都

太
岐
条
な
の
で
は
な
い
か
。
あ
る
い
は
、
讃
伎
日
子
神
ひ
い
て
は
讃
岐
勢
力

へ
の
反
感
と
い
う
点
で
、
都
太
岐
条
と
法
太
里
条
・
法
太
里
甕
坂
条
は
共
通

し
て
お
り
、
そ
の
た
め
併
せ
て
収
録
し
た
い
と
い
う
事
情
が
あ
っ
た
の
か
も

し
れ
な
い
。
い
ず
れ
に
せ
よ
、
冰
上
刀
売
と
讃
伎
日
子
神
の
闘
争
に
本
来
無

関
係
で
あ
る
建
石
命
が
登
場
し
、
冰
上
刀
売
に
「
雇
」
わ
れ
る
こ
と
で
、
記

事
と
都
太
岐
と
い
う
播
磨
国
の
土
地
を
繋
ぐ
役
割
を
果
た
し
て
い
る
と
考
え

ら
れ
る
の
で
あ
る
。
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五
　
結
び

　

本
稿
で
は
、
当
該
神
話
記
事
に
雇
用
関
係
が
記
さ
れ
た
理
由
を
分
析
し
、

編
述
者
が
ど
の
よ
う
に
当
該
記
事
を
作
成
し
た
か
に
つ
い
て
考
察
を
行
っ
て

き
た
。

　
「
雇
」
う
と
い
う
こ
と
は
、
誰
か
を
無
償
で
は
な
く
有
償
で
使
役
す
る
と

い
う
こ
と
で
あ
り
、
そ
こ
に
は
外
部
の
価
値
観
や
他
文
化
性
が
存
在
し
て
い

る
。
雇
用
関
係
の
多
く
は
実
務
的
な
文
章
中
に
よ
く
見
ら
れ
る
こ
と
か
ら
、

神
話
に
お
い
て
も
そ
れ
を
反
映
す
る
よ
う
な
、
律
令
時
代
的
な
思
考
の
も
と

に
編
述
が
行
わ
れ
て
い
る
と
考
え
ら
れ
る
。
そ
の
よ
う
な
編
述
は
、
在
地
の

人
間
に
よ
っ
て
で
は
な
く
、
外
部
か
ら
来
た
実
務
的
な
発
想
と
俯
瞰
的
な
視

点
を
持
っ
た
官
人
に
よ
っ
て
行
わ
れ
た
と
考
察
し
た
。

　

た
だ
し
、
国
司
が
一
か
ら
創
作
し
た
も
の
で
は
な
く
、
元
に
な
っ
た
何
か

し
ら
の
在
地
の
伝
承
を
踏
ま
え
て
再
解
釈
・
翻
案
が
行
わ
れ
た
可
能
性
が
あ

る
。
都
太
岐
条
の
雇
用
関
係
は
、
地
域
の
神
話
と
律
令
国
制
に
お
け
る
播
磨

国
と
を
結
び
つ
け
る
た
め
の
装
置
の
よ
う
な
も
の
で
あ
り
、
そ
れ
に
よ
っ
て

都
太
岐
条
は
『
播
磨
国
風
土
記
』
の
記
事
と
し
て
成
り
立
っ
た
と
考
え
ら
れ

る
の
で
あ
る
。

※ 

本
稿
に
お
け
る
『
播
磨
国
風
土
記
』・『
古
事
記
』・『
日
本
書
紀
』
の
本
文
は
日
本
古

典
文
学
大
系
本
、『
続
日
本
紀
』
は
新
日
本
古
典
文
学
大
系
本
に
拠
っ
た
。ま
た
、『
後

漢
書
』・『
魏
書
』
の
本
文
、『
漢
書
』
の
本
文
と
顔
師
古
注
は
中
華
書
局
本
に
拠
っ
た
。

律
令
の
「
雇
」
字
の
確
認
は
国
史
大
系
本
で
行
っ
た
。

※
本
文
中
の
山
括
弧
〈　

〉
で
囲
ん
だ
部
分
は
分
注
に
あ
た
る
。

※
本
稿
は
二
〇
一
五
年
五
月
に
お
け
る
上
代
文
学
会
で
の
発
表
を
基
に
し
て
い
る
。

注（
１
） 

吉
野
裕
訳
『
東
洋
文
庫
１
４
５　

風
土
記
』
平
凡
社　

一
九
六
九
年　

一
二

一
頁　

注
一
七
六

（
２
） 

植
木
直
一
郎
校
訂
『
大
日
本
文
庫　

地
誌
篇　

風
土
記
集
』
春
陽
堂　

一
九

三
五
年　

七
六
頁

（
３
） 

吉
野
裕
訳　

注
１
書　

一
二
二
頁　

注
一
七
七

（
４
） 

敷
田
年
治
注
『
標
注
播
磨
風
土
記
』
下
巻　

一
八
五
五
（
安
政
元
）
年
（
明

治
二
十
年
刊
行
）
一
五
頁

（
５
） 

秋
本
吉
郎
校
注
『
日
本
古
典
文
学
大
系
２　

風
土
記
』
岩
波
書
店　

一
九
五

八
年　

三
三
五
頁　

注
一
六

（
６
） 

小
島
瓔
禮
校
注
『
角
川
文
庫　

風
土
記
』
角
川
書
店　

一
九
七
〇
年　

一
九

〇
頁　

注
七

（
７
） 

小
野
田
光
雄
著
「
播
磨
国
風
土
記
の
成
立
に
つ
い
て
」『
古
事
記　

釈
日
本

紀　

風
土
記
の
文
献
学
的
研
究
』
続
群
書
類
従
完
成
会　

一
九
九
六
年
二
月　

六
六
七
頁
（
三
群
区
分
説
の
初
出
は
小
野
田
光
雄
「
播
磨
風
土
記
の
成
立
に
関

す
る
一
考
察
」『
國
學
院
雜
誌
』
第
五
五
号
第
三
号　

一
九
五
四
年
十
一
月　

七
四
～
七
九
頁
）

（
８
） 

飯
泉
健
司
『
播
磨
国
風
土
記
神
話
の
研
究
─
─
神
と
人
の
文
学
』
一
二
七
頁

（
９
） 

渡
邉
義
浩
・
渡
邉
将
智
編
『
全
譯
後
漢
書
』
第
十
五
冊　

汲
古
書
院　

二
〇

〇
八
年　

四
八
九
頁

（
10
） 

諸
橋
轍
次
著
『
大
漢
和
辞
典
』
巻
十
一　

大
修
館
書
店　

一
九
五
九
年
（
初

版
）
一
九
九
四
年
（
修
訂
第
二
版
）　

九
九
九
～
一
〇
〇
〇
頁

（
11
） 

『
天
理
図
書
館
善
本
叢
書
和
書
之
部　

日
本
書
紀　

兼
右
本　

三
』
八
木
書

店　

一
九
八
三
年　

一
一
〇
頁

（
12
） 

『
古
典
資
料
６　

日
本
霊
異
記
』
す
み
や
書
房　

一
九
六
九
年　

一
五
三
頁

（
13
） 

正
宗
敦
夫
校
訂
『
類
聚
名
義
抄　

全
参
巻
』
第
一
巻
・
法
下
九
二　

風
間
書

房　

一
九
五
四
年　

八
四
八
頁

（
14
） 
植
垣
節
也
「
播
磨
国
風
土
記
注
釈
稿
（
13
）」『
風
土
記
研
究
』
第
一
六
号　

一
九
九
三
年
六
月　

一
〇
八
頁

（
15
） 

上
代
語
辞
典
編
集
委
員
会
編
『
時
代
別
国
語
大
辞
典　

上
代
編
』
三
省
堂　

一
九
六
七
年
十
二
月　

七
六
四
頁
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（
16
） 

中
村
幸
彦
・
岡
見
将
雄
・
阪
倉
篤
義
編
『
角
川
古
語
大
辞
典
』
第
五
巻　

角

川
書
店　

一
九
九
九
年　

七
三
八
頁

（
17
） 
『
日
本
国
語
大
辞
典
』
第
二
版　

第
十
三
巻　

小
学
館　

二
〇
〇
二
年　

一

五
五
頁

（
18
） 
印
南
郡
含
藝
里
酒
山
条
、
餝
磨
郡
安
相
里
長
畝
川
条
、
揖
保
郡
上
岡
里
条
、

揖
保
郡
皷
山
条
、
揖
保
郡
揖
保
里
粒
山
（
粒
丘
）
条
、
揖
保
郡
美
奈
志
川
（
无

水
川
）
条
、
讃
容
郡
条
、
宍
禾
郡
奪
谷
条
、
宍
禾
郡
伊
奈
加
川
条
、
宍
禾
郡
波

加
村
条
、
宍
禾
郡
御
方
里
条
、
神
前
郡
堲
岡
里
条
、
神
前
郡
多
駝
里
粳
岡
条
、

神
前
郡
蔭
山
里
冑
岡
条
、
託
賀
郡
都
麻
里
条
、
託
賀
郡
都
麻
里
都
太
岐
条
（
＝

当
該
条
）、
託
賀
郡
都
麻
里
伊
夜
丘
条
、
託
賀
郡
法
太
里
条
、
賀
毛
郡
起
勢
里

臭
江
・
黒
川
条
の
十
九
例
。

（
19
） 

青
木
和
夫
・
稲
岡
耕
二
・
笹
山
晴
生
・
白
藤
禮
幸
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学

大
系
16　

続
日
本
紀
』
五　

岩
波
書
店　

一
九
九
八
年　

三
四
〇
頁　

注
八

（
20
） 

植
垣
節
也
『
新
編
日
本
古
典
文
学
全
集
５　

風
土
記
』
小
学
館　

一
九
九
七

年　

一
九
頁

（
21
） 

青
木
和
夫
・
稲
岡
耕
二
・
笹
山
晴
生
・
白
藤
禮
幸
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学

大
系
14　

続
日
本
紀
』
三　

岩
波
書
店　

一
九
九
二
年　

二
一
九
頁　

注
一
八

（
22
） 

青
木
和
夫
・
稲
岡
耕
二
・
笹
山
晴
生
・
白
藤
禮
幸
校
注
『
新
日
本
古
典
文
学

大
系
13　

続
日
本
紀
』
二　

岩
波
書
店　

一
九
九
〇
年　

五
二
二
頁　

補
注

10 -

一

（
23
） 

「
奈
良
文
化
財
研
究
所　

木
簡
デ
ー
タ
ベ
ー
ス
」
で
の
「
雇
」
字
検
索
結
果

は
二
〇
一
八
年
二
月
十
四
日
の
時
点
で
八
〇
点
（http://w

w
w
.nabunken.

go.jp/open/m
okkan/m

okkan.htm
l

）。

（
24
） 

秋
本
吉
郎
校
注　

注
５
書　

三
三
七
頁　

注
二
三

（
25
） 

松
本
直
樹
「
巡
行
す
る
神
の
伝
承
に
つ
い
て
─
─
出
雲
国
風
土
記
を
中
心
に

─
─
」『
風
土
記
研
究
』
第
三
二
号　

二
〇
〇
八
年
六
月　

二
一
頁

（
26
） 

植
垣
節
也　

注
14　

一
〇
九
頁

（
27
） 

飯
泉
健
司　

注
８　

一
三
三
頁

（
28
） 

小
野
田
光
雄
著　

注
７
書　

六
七
一
頁

（
29
） 

飯
泉
健
司　

注
８　

一
四
六
～
一
四
七
頁

（
30
） 

秋
本
吉
郎
校
注　

注
５
書　

三
三
七
頁　

注
二
三

新
　
刊
　
紹
　
介

内
藤
磐
・
内
藤
亮
著

『
難
波
津
の
ウ
タ
』

　

記
紀
伝
承
歌
謡
を
文
学
的
か
つ
史
学
的
な
ア
プ

ロ
ー
チ
で
読
み
解
く
筆
者
内
藤
磐
氏
の
、
こ
れ
ま

で
の
思
索
を
結
晶
化
さ
せ
た
よ
う
な
書
で
あ
る
。

　
「
難
波
津
の
ウ
タ
」
と
は
、『
古
今
和
歌
集
』
仮

名
序
に
「
歌
の
父
母
の
様
に
て
ぞ
手
習
ふ
人
の
初

め
に
も
し
け
る
」
と
し
て
あ
げ
ら
れ
た
、
伝
承
的

な
性
質
を
も
つ
古
歌
で
あ
る
。
近
年
、
考
古
学
的

成
果
と
し
て
こ
の
歌
が
書
か
れ
た
木
簡
、
土
器
、

寺
社
の
柱
が
発
見
さ
れ
て
お
り
、
仮
名
文
学
史
の

観
点
か
ら
、
こ
の
事
実
は
非
常
に
注
目
さ
れ
る
。

本
書
は
、
出
土
物
に
歌
を
書
き
つ
け
る
意
味
を
考

え
る
中
で
、こ
の
歌
の
儀
礼
的
役
割
を
考
察
す
る
。

　

内
藤
磐
氏
の
論
考
は
、
序
章
「
ウ
タ
と
少
年
期

の
想
い
出
」
と
あ
る
よ
う
に
、
様
々
な
話
題
か
ら

結
論
へ
と
向
か
っ
て
行
く
。
先
輩
の
話
を
聴
い
て

い
る
よ
う
で
楽
し
い
。

　

一
方
、
内
藤
亮
氏
の
論
考
は
「
難
波
津
の
ウ
タ
」

の
書
か
れ
た
寺
院
の
造
営
を
考
古
学
的
に
考
察

し
、そ
れ
を
ベ
ー
ス
に
古
代
和
歌
に
迫
っ
て
い
く
。

　

未
知
の
部
分
を
ど
の
よ
う
に
考
え
て
い
く
か
、

こ
れ
が
古
代
和
歌
文
学
の
大
き
な
壁
と
な
る
が
、

史
学
・
考
古
学
的
な
視
座
を
も
取
り
入
れ
迫
っ
て

い
く
本
書
は
、様
々
な
示
唆
を
与
え
て
く
れ
よ
う
。

（
二
〇
一
八
年
一
月　

静
学
堂　

Ａ
５
判　

三
三

三
頁　

本
体
三
五
〇
〇
円
） 

〔
御
手
洗
靖
大
〕


